
船舶インシデント調査報告書 

令和７年３月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 令和５年１１月３０日 ２１時２０分ごろ 

発生場所 京浜港東京第３区 

 東京木材投下泊地防波堤西灯台から真方位２５１°８９０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３６.９′ 東経１３９°４８.５′） 

インシデントの概要  貨物船ひまわりとうきょうは、航行中、主機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和６年１月１０日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 ひまわりとうきょう、１０,５０３トン 

 １３４４３５、鳳生汽船株式会社（Ａ社） 

 ディーゼル機関、船内機、２サイクル、出力１５,３４５kＷ、回転

数毎分１２７、９気筒、ボア５２０mm、使用燃料Ｃ重油、平成１５

年５月機関製造、平成１５年８月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

機関長、三級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 インシデントの経過  本船は、令和５年１１月１日～２８日の間、和歌山県の造船所で定

期検査を行った後、船長及び機関長ほか１２人が乗り組み、車両等を

積み込む目的で、京浜港東京第３区に向かった。 

 本船は、２９日京浜港東京第４区の錨地で錨泊し、３０日主機付属

１号補助ブロワー*1（以下「１号補助ブロワー」という。）を起動して

主機を始動した後、抜錨して東京第３区東京１０号地ふ頭（以下「１

０号地ふ頭」という。）に向かった。 

 本船は、低速力で航行中、突然、１号補助ブロワーの振動が大きく

なるとともに１号補助ブロワーが過負荷になり、電動機のサーマルリ

レー（過電流保護継電器）が作動して危急停止したが、待機（スタン

バイ）中の主機付属２号補助ブロワー（以下「２号補助ブロワー」と

いう。）が起動し、支障なく東京１０号地ふ頭に着岸した後、機関長

が主機、２号補助ブロワーを停止した。 

本船は、車両等の積込みを終え、Ａ社が手配した和歌山県の造船所

 
*1 補助ブロワーとは、シリンダー内から排出された排気を一定圧力の下で排気タービンに供給し、過給する装置を

いう。 



作業員数名を同乗させ、１号補助ブロワーの開放点検を開始した。 

機関長は、２号補助ブローを起動して主機を始動した後、船長が操

船に当たり、１０号地ふ頭を離岸し、福岡県博多港に向けて出航し

た。 

本船は、京浜港東京第３区中防北水路の東京東第９号灯浮標北方を

低速力で航行中、２号補助ブロワーが１号補助ブロワーと同様の状態

となり危急停止したので、機関長が船長に主機が使用できなくなった

旨を報告した。 

 船長は、本インシデント当時、中防北水路の航路幅が狭く、付近を

他船が航行していたので、東京第４区東京東航路を通過した後、投錨

することとした。 

船長及び機関長は、主機を無過給状態で運転したまま、主機が燃焼

不良により非常停止するまで航行を続けた後、東京東航路の南南東方

沖に緊急投錨した。 

また、造船所作業員は、引き続き１号補助ブロワーの開放点検に当

たり、その後、２号補助ブロワーの開放点検に当たった。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、１２月１日船長経由でＡ社が手配したタグボートにより、

１０号地ふ頭にえい
．．

航され、積み込んでいた車両等を陸揚げし、１２

月５日サルベージ会社の引船により、和歌山県の造船所にえい
．．

航され

た後、応急修理を行い、その後、１号及び２号補助ブロワーを換装し

た。 

 補助ブロワー製造会社代理店は、本インシデント後、１号補助ブロ

ワー、２号補助ブロワーの開放点検を行った結果、軸のインペラ挿入

部、軸受取付部が何らかの原因で曲損を生じたことにより、軸と軸受

ブラケットとが接触したことと、軸受が回転を停止して軸と軸受内面

が摩擦したことにより、軸、軸受ブラケット及び軸受にそれぞれ焼損

 

図１ インシデント発生場所概略図 

東京木材投下泊地防波堤西灯台 

東京東航路 

京浜港東京区 

中防北水路 
東京東第９号灯浮標 

緊急投錨場所 第３区 

第４区 

×インシデント発生場所 

本船 



等を生じたものであり、また、本インシデントに至る経緯について、

定常的な運転により損傷を受けたのではなく、瞬時の過大加重により

損傷したものであると推察した。 

また、補助ブロワー製造会社代理店は、本船の定期検査時、１号補

助ブロワー、２号補助ブロワーの開放点検を依頼されていなかったの

で、開放時、組立時のそれぞれの状況を把握していなかった。 

本船が搭載している補助ブロワー（モーターにより駆動）の型式等

は、型式ＮＴＩＫＫ、電源４４０Ｖ、周波数６０Hz、回転数毎分 

３,５４０）であった。 

本船が搭載している補助ブロワーは、静圧過給方式（シリンダー内

から排出された排気を一定圧力の下で排気タービンに供給し、過給す

る方式）の２サイクルディーゼル機関に設置されていた。 

（図２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本船は、これまで定期検査において、補助ブロワーの開放点検整備

を造船所に依頼しており、その内容は次のとおりであった。 

 (1) 斜流型羽根車、インレットべーン、ローター軸、高速電動機

及びケーシングの点検清掃計測 

 (2) 斜流型羽根車、インレットべーン、ローター軸の磁気探査及

びカラーチェック並びにケーシングのカラーチェック 

 (3) ベアリング交換 

 また、造船所は、補助ブロワーの開放点検整備を平成３０年までは

製造会社代理店に、令和５年の定期検査においては、関連会社にそれ

ぞれ依頼していた。 

分析 本船は、京浜港東京第３区の中防北水路を航行中、２号補助ブロ

ワーが危急停止して主機の運転ができなくなり、運航不能になったも

のと考えられる。 
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図２ 過給機ブロワー側～主機掃気側までの空気、主機排気側

～過給機タービン側までの排ガスの流れを示した略図 



 本船は、補助ブロワー軸（ローター）のインペラ挿入部、軸受取付

部が何らかの原因で曲損を生じたことにより、軸と軸受ブラケットと

が接触したことと、軸受が回転を停止して軸と軸受内面が摩擦したこ

とにより、軸、軸受ブラケット及び軸受にそれぞれ焼損等を生じ、２

号補助ブロワーが過負荷になり、電動機の過電流保護継電器が作動し

たことから、２号補助ブロワーが危急停止して主機の運転ができなく

なり、運航不能になったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、京浜港東京第３区の中防北水路を航行

中、２号補助ブロワーが過負荷になり、電動機の過電流保護継電器が

作動したため、２号補助ブロワーが危急停止して主機の運転ができな

くなり、運航不能になったことにより発生したものと考えられる。 

 ２号補助ブロワーが過負荷になり、電動機の過電流保護継電器が作

動したのは、補助ブロワー軸（ローター）のインペラ挿入部、軸受取

付部が何らかの原因で曲損を生じたことにより、軸と軸受ブラケット

とが接触したことと、軸受が回転を停止して軸と軸受内面が摩擦した

ことにより、軸、軸受ブラケット及び軸受にそれぞれ焼損等を生じた

ことによるものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者は、補助ブロワーの経年劣化に注意を払い、定期検査

に加え、中間検査の際、直接、同ブロワー製造会社代理店に依頼

し、補助ブロワーの開放点検整備を行うことが望ましい。 

 


